
　

あなたに申告が必要かどうかのフローチャート

平成23年 1月 1日から

平成23年12月31日まで

に収入がありましたか？

確定申告書を提出してください。

なお、その資料が市役所に回送

されるため、市民税・県民税の

申告は必要ありません。

税務署に「所得税の確定申告書」を提出する必要がありますか？

※必要かどうかの判断は下部の「所得税の確定申告の必要な人」を

参考にしてください。

市民税・県民税の

申告が必要です

は
い

いいえ

はい

年金の「扶養親族申告書」(毎年12月頃

までに日本年金機構などへ提出)で

営業等・農業・不動産・

その他の雑所得・一時

所得などがある人

公的年金収入がある人

公的年金収入以外に

収入がありましたか？

給与収入がある人

会社の給与以外に

収入がありましたか？

※収入が遺族年金、障害年金、老齢福祉年金、労災保険等の給付のみの人

(一度申告すれば、翌年以降は申告が免除になります。)

収入が雇用保険、児童扶養手当の給付のみの人

誰かの扶養に入って

いましたか？

扶養をしている人が

別府市にその旨を

はい

いいえ いいえ

いいえ

いいえ いいえ

はい はい

はい

はい

はい

市県民税申告書裏面「所得がなかった人の記載欄」

の該当項目を記入し、提出してください。

誰かの扶養に入って

いましたか？

扶養をしている人が

別府市にその旨を

届け出ていますか？
誰かの扶養に入って

いましたか？

どのような収入がありましたか？以下の３つからお選びください。

　

あなたに申告が必要かどうかのフローチャート

平成23年 1月 1日から

平成23年12月31日まで

に収入がありましたか？

市民税・県民税の

申告は必要ありません。

確定申告書を提出してください。

なお、その資料が市役所に回送

されるため、市民税・県民税の

申告は必要ありません。

税務署に「所得税の確定申告書」を提出する必要がありますか？

※必要かどうかの判断は下部の「所得税の確定申告の必要な人」を

参考にしてください。

市民税・県民税の申告が

必要です。

市民税・県民税の

申告が必要です。

市民税・県民税の

申告は必要ありません。

は
い

いいえ

はい

年金の「扶養親族申告書」(毎年12月頃

までに日本年金機構などへ提出)で、

扶養親族について申告しましたか？

所得税の確定申告が必要な人

① 公的年金等の収入金額の他に２０万円を超える所得がある人、年金収入金額が４００万円を超える人や事業

所得、不動産所得などがあり、所得税の納税額がある人 （公的年金等の収入金額が４００万円以下であり、

かつ、公的年金等以外の所得金額が２０万円以下の場合は確定申告不要となりましたが、市県民税の申告は

必要となる場合があります）

② 年末調整をした給与以外の所得が２０万円を超える人

③ 給与を２ヶ所以上から受けている場合で、年末調整を受けなかった給与の収入金額と給与所得以外の合計額が

２０万円を超える人

営業等・農業・不動産・

その他の雑所得・一時

所得などがある人

公的年金収入がある人

公的年金収入以外に

収入がありましたか？

給与収入がある人

会社の給与以外に

収入がありましたか？

※ただし、勤務先事業所か

ら市役所に給与の報告がな

い場合は、ご自分で申告す

る必要があります。提出した

かどうかは、事業所にお尋

ねください。

※収入が遺族年金、障害年金、老齢福祉年金、労災保険等の給付のみの人

(一度申告すれば、翌年以降は申告が免除になります。)

収入が雇用保険、児童扶養手当の給付のみの人

誰かの扶養に入って

いましたか？

扶養をしている人が

別府市にその旨を

はい

いいえ いいえ

いいえ

いいえ いいえ

はい はい

はい いいえ

はい

はい

いいえ

年金の年間受給額が

･65歳以上の方→

1,515,001円以上

･65歳未満の方→

1,015,001円以上

はい

扶養親族はいますか?
はい

はい 扶養控除･医療費控除･

社会保険料控除などの控

除を受けますか?

はい

いいえ

扶養親族の方に

収入がありますか?

いいえはい（扶養親族の方は
申告が必要な場合があ

ります）

扶養親族の方のみ市

民税・県民税の

申告が必要です。

いいえ

医療費控除･社会保険料

控除などの控除を受けま

すか?

いいえはい

市県民税申告書裏面「所得がなかった人の記載欄」

の該当項目を記入し、提出してください。

誰かの扶養に入って

いましたか？

扶養をしている人が

別府市にその旨を

届け出ていますか？
誰かの扶養に入って

いましたか？

扶養控除･医療費控除･社

会保険料控除などの控除

を追加しますか?

いいえ

はい

どのような収入がありましたか？以下の３つからお選びください。
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なお、その資料が市役所に回送

されるため、市民税・県民税の

申告は必要ありません。

税務署に「所得税の確定申告書」を提出する必要がありますか？
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２０万円を超える人

④ 源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合で、還付を受けるための申告をする人

営業等・農業・不動産・

その他の雑所得・一時

所得などがある人

公的年金収入がある人

公的年金収入以外に

収入がありましたか？

給与収入がある人

会社の給与以外に

収入がありましたか？

※ただし、勤務先事業所か

ら市役所に給与の報告がな

い場合は、ご自分で申告す

る必要があります。提出した

かどうかは、事業所にお尋

ねください。

※収入が遺族年金、障害年金、老齢福祉年金、労災保険等の給付のみの人

(一度申告すれば、翌年以降は申告が免除になります。)

収入が雇用保険、児童扶養手当の給付のみの人

誰かの扶養に入って

いましたか？
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いいえ いいえ

はい はい

はい いいえ

はい

はい

いいえ

年金の年間受給額が

･65歳以上の方→

1,515,001円以上

･65歳未満の方→

1,015,001円以上

はい

扶養親族はいますか?
はい

はい 扶養控除･医療費控除･

社会保険料控除などの控

除を受けますか?

はい

いいえ

扶養親族の方に

収入がありますか?

いいえはい（扶養親族の方は
申告が必要な場合があ

ります）

扶養親族の方のみ市

民税・県民税の

申告が必要です。

いいえ

医療費控除･社会保険料

控除などの控除を受けま

すか?

いいえはい

市県民税申告書裏面「所得がなかった人の記載欄」

の該当項目を記入し、提出してください。

誰かの扶養に入って

いましたか？

扶養をしている人が

別府市にその旨を

届け出ていますか？
誰かの扶養に入って

いましたか？

扶養控除･医療費控除･社

会保険料控除などの控除

を追加しますか?

いいえ

はい

どのような収入がありましたか？以下の３つからお選びください。



問合先　別府税務署　℡ 23-2111（※自動音声案内に従い、「２」を選択してください。）
※源泉徴収票の源泉徴収税額に記載がないか確認してください。
　 所得税が還付される場合があります。
市県民税の申告前に、給与、年金、報酬などの源泉徴収票を確認してください。所得税の
確定申告をする必要がない場合でも、確定申告をすることで、源泉所得税が還付される
場合があります。

例 会社勤 を 会社 年末 整 済 が 成 年中 支払 療費

所得税の確定申告についてご不明な点がありましたら、別府税務署へお問い合わせください。

例１　会社勤めをしていて会社で年末調整は済んでいるが、平成23年中に支払った医療費の
　　　  自己負担額が高額だったので、領収書を持参して医療費控除を申告する場合。
例２　会社を平成23年の途中で退職し、年末調整が済んでいない場合。

（役職名）　  　　

平成23年分　給　与　所　得　の　源　泉　徴　収　票
住

所

又

は

居

所

氏

　

名

（受給者番号）

（フリガナ）

支 払

を受け

る 者

1,200,000

※退職等で年末調整ができな

かった場合､所得税の確定申告

（還付申告）を行うことにより、還

付が受けられる場合があります｡

（役職名）　  　　

内 内

内

勤

労
中　途　就　・　退　職 受　給　者　生　年　月　日

そ

円

　

歳

扶

養

未

成
外 死

亡
災 乙 本人が障害者 寡　婦 寡

（摘要）　住宅借入金等特別控除可能額　　　　　　　　　　　　　　　　円 国民年金保険料等の金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 配偶者の合計所得 円

個人年金保険料の金額 円
　　　 居住開始年月日

旧長期損害保険料の金額

円 円 円人 従人 内 人 人 円円 人 従人 内 人 従人
有 無

従

有

従

無
千

住宅借入金等

特別控除の額
者の有無等

老

人 特定 老人 その他 特別 その他

控除対象配偶

配偶者特別

控除の額

扶養親族の数

（配偶者を除く。）

障害者の数

（本人を除く。） 社会保険料

等の金額

生命保険料

の控除額

円

地震保険料

の控除額

円 円

給与･賞与

円

種　　　別 支　払　金　額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源　泉　徴　収　税　額

平成23年分　給　与　所　得　の　源　泉　徴　収　票
住

所

又

は

居

所

氏

　

名

（受給者番号）

（フリガナ）

支 払

を受け

る 者

16

20,500

例３ 年金受給者で 年金から所得税が源泉徴収されているが 各種控除を追加して

1,200,000

10 31*

※退職等で年末調整ができな

かった場合､所得税の確定申告

（還付申告）を行うことにより、還

付が受けられる場合があります｡

（役職名）　  　　

内 内

内

支

払

者

住所（居所）

又は所在地

氏　名　又　は （電話）
名　　　　　　称

＊23

平 年 月 日年 月 日 明 大 昭

勤

労

学

生

中　途　就　・　退　職 受　給　者　生　年　月　日

特

別

そ

の

他

一

般

特

別
就職 退職

円

　

歳

未

満

扶

養

親

族

未

成

年

者

外

国

人

死

亡

退

職

災

害

者

乙

　

欄

本人が障害者 寡　婦 寡

　

夫

（摘要）　住宅借入金等特別控除可能額　　　　　　　　　　　　　　　　円 国民年金保険料等の金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 配偶者の合計所得 円

個人年金保険料の金額 円
　　　 居住開始年月日

旧長期損害保険料の金額

円 円 円人 従人 内 人 人 円円 人 従人 内 人 従人
有 無

従

有

従

無
千

住宅借入金等

特別控除の額
者の有無等

老

人 特定 老人 その他 特別 その他

控除対象配偶

配偶者特別

控除の額

扶養親族の数

（配偶者を除く。）

障害者の数

（本人を除く。） 社会保険料

等の金額

生命保険料

の控除額
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地震保険料

の控除額

円 円

給与･賞与

円

種　　　別 支　払　金　額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源　泉　徴　収　税　額

平成23年分　給　与　所　得　の　源　泉　徴　収　票
住

所

又

は

居

所

氏

　

名

（受給者番号）

（フリガナ）

支 払

を受け

る 者

16

20,500

例３　年金受給者で、年金から所得税が源泉徴収されているが、各種控除を追加して
　　　　計算した所得税額より源泉徴収されていた税額の方が多い場合。

平 成 ２ ３ 年 分 公 的 年 金 等 の 源 泉 徴 収 票

支 払 を

受ける者

住所又は

居 所

　別府市　上野口町1番15号

氏 名 　別府　一郎

1,200,000

10 31*

※退職等で年末調整ができな

かった場合､所得税の確定申告

（還付申告）を行うことにより、還

付が受けられる場合があります｡

（役職名）　  　　

内 内

内
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払
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特
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特

別
就職 退職

円

　

歳

未

満

扶

養

親

族

未

成

年

者

外

国

人

死

亡

退

職

災

害

者

乙

　

欄

本人が障害者 寡　婦 寡

　

夫

（摘要）　住宅借入金等特別控除可能額　　　　　　　　　　　　　　　　円 国民年金保険料等の金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 配偶者の合計所得 円

個人年金保険料の金額 円
　　　 居住開始年月日

旧長期損害保険料の金額

円 円 円人 従人 内 人 人 円円 人 従人 内 人 従人
有 無

従

有

従

無
千

住宅借入金等

特別控除の額
者の有無等

老

人 特定 老人 その他 特別 その他

控除対象配偶

配偶者特別

控除の額

扶養親族の数

（配偶者を除く。）

障害者の数

（本人を除く。） 社会保険料

等の金額

生命保険料

の控除額

円

地震保険料

の控除額

円 円

給与･賞与

円

種　　　別 支　払　金　額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源　泉　徴　収　税　額

平成23年分　給　与　所　得　の　源　泉　徴　収　票
住

所

又

は

居

所

氏

　

名

（受給者番号）

（フリガナ）

支 払

を受け

る 者

16

20,500

※ここの金額が、各種控除を追加

円 円

円 円

円 円

平 成 ２ ３ 年 分 公 的 年 金 等 の 源 泉 徴 収 票

支 払 を

受ける者

住所又は

居 所

　別府市　上野口町1番15号

氏 名 　別府　一郎

生年月日 　昭和９年１０月１３日

区　　　分 支　払　金　額 源泉徴収税額

法203条の3第1号適用分 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊

法203条の3第2号適用分 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊

法203条の3第3号適用分 2,610,294 26,552

年 金 の 種 別 本 人 控除対象配偶者の有無等

1,200,000

10 31*

※退職等で年末調整ができな

かった場合､所得税の確定申告

（還付申告）を行うことにより、還

付が受けられる場合があります｡

（役職名）　  　　

内 内

内

支

払

者

住所（居所）

又は所在地

氏　名　又　は （電話）
名　　　　　　称

＊23

平 年 月 日年 月 日 明 大 昭

勤

労

学

生

中　途　就　・　退　職 受　給　者　生　年　月　日

特

別

そ

の

他

一

般

特

別
就職 退職

円

　

歳

未

満

扶

養

親

族

未

成

年

者

外

国

人

死

亡

退

職

災

害

者

乙

　

欄

本人が障害者 寡　婦 寡

　

夫

（摘要）　住宅借入金等特別控除可能額　　　　　　　　　　　　　　　　円 国民年金保険料等の金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 配偶者の合計所得 円

個人年金保険料の金額 円
　　　 居住開始年月日

旧長期損害保険料の金額

円 円 円人 従人 内 人 人 円円 人 従人 内 人 従人
有 無

従

有

従

無
千

住宅借入金等

特別控除の額
者の有無等

老

人 特定 老人 その他 特別 その他

控除対象配偶

配偶者特別

控除の額

扶養親族の数

（配偶者を除く。）

障害者の数

（本人を除く。） 社会保険料

等の金額

生命保険料

の控除額

円

地震保険料

の控除額

円 円

給与･賞与

円

種　　　別 支　払　金　額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源　泉　徴　収　税　額

平成23年分　給　与　所　得　の　源　泉　徴　収　票
住

所

又

は

居

所

氏

　

名

（受給者番号）

（フリガナ）

支 払

を受け

る 者

16

20,500

　

　

※ここの金額が、各種控除を追加

して計算した所得税額よりも高く

なっている場合、所得税の確定申

告（還付申告）を行うことにより、還

付が受けられる場合があります｡

円 円

円 円

円 円

円

＊

平 成 ２ ３ 年 分 公 的 年 金 等 の 源 泉 徴 収 票

支 払 を

受ける者

住所又は

居 所

　別府市　上野口町1番15号

氏 名 　別府　一郎

生年月日 　昭和９年１０月１３日

区　　　分 支　払　金　額 源泉徴収税額

法203条の3第1号適用分 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊

法203条の3第2号適用分 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊

法203条の3第3号適用分 2,610,294 26,552

年　金　の　種　別 本　　　人 控除対象配偶者の有無等
特 別

障害者

その他

障害者
有

＊＊＊＊＊＊69,200

無 老人控除対象

配偶者の有無
老齢基礎厚生 有 無

扶養親族の数
障 害 者 の 数

（ 本 人 以 外 ）
社会保険料の金額

特定 老人 その他 特別 その他

　(適用）【社会保険料の内訳】

介護保険料額 ３０ ０００円

1,200,000

10 31*

※退職等で年末調整ができな

かった場合､所得税の確定申告

（還付申告）を行うことにより、還

付が受けられる場合があります｡
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者
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欄
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夫

（摘要）　住宅借入金等特別控除可能額　　　　　　　　　　　　　　　　円 国民年金保険料等の金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 配偶者の合計所得 円

個人年金保険料の金額 円
　　　 居住開始年月日

旧長期損害保険料の金額

円 円 円人 従人 内 人 人 円円 人 従人 内 人 従人
有 無

従

有

従

無
千

住宅借入金等

特別控除の額
者の有無等

老

人 特定 老人 その他 特別 その他

控除対象配偶

配偶者特別

控除の額

扶養親族の数

（配偶者を除く。）

障害者の数

（本人を除く。） 社会保険料

等の金額

生命保険料

の控除額

円

地震保険料

の控除額

円 円

給与･賞与

円

種　　　別 支　払　金　額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源　泉　徴　収　税　額

平成23年分　給　与　所　得　の　源　泉　徴　収　票
住

所

又

は

居

所

氏

　

名

（受給者番号）

（フリガナ）

支 払

を受け

る 者

16

20,500

※ここの金額が、各種控除を追加

して計算した所得税額よりも高く

なっている場合、所得税の確定申

告（還付申告）を行うことにより、還

付が受けられる場合があります｡
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年　金　の　種　別 本　　　人 控除対象配偶者の有無等
特 別

障害者

その他

障害者
有

＊＊＊＊＊＊69,200

無 老人控除対象

配偶者の有無
老齢基礎厚生 有 無

　　支払者

扶養親族の数
障 害 者 の 数

（ 本 人 以 外 ）
社会保険料の金額

特定 老人 その他 特別 その他

　　　東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
　　　官署支出官   厚生労働省年金局事業企画課長

　(適用）【社会保険料の内訳】

介護保険料額　 　      ３０，０００円

国保保険料（税）額　　 　３９，２００ 円

1,200,000
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（還付申告）を行うことにより、還

付が受けられる場合があります｡
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退
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者

乙
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本人が障害者 寡　婦 寡
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（摘要）　住宅借入金等特別控除可能額　　　　　　　　　　　　　　　　円 国民年金保険料等の金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 配偶者の合計所得 円

個人年金保険料の金額 円
　　　 居住開始年月日

旧長期損害保険料の金額

円 円 円人 従人 内 人 人 円円 人 従人 内 人 従人
有 無

従

有

従

無
千

住宅借入金等

特別控除の額
者の有無等

老

人 特定 老人 その他 特別 その他

控除対象配偶

配偶者特別

控除の額

扶養親族の数

（配偶者を除く。）

障害者の数

（本人を除く。） 社会保険料

等の金額

生命保険料

の控除額

円

地震保険料

の控除額

円 円

給与･賞与

円

種　　　別 支　払　金　額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源　泉　徴　収　税　額

平成23年分　給　与　所　得　の　源　泉　徴　収　票
住

所

又

は

居

所

氏

　

名

（受給者番号）

（フリガナ）

支 払

を受け

る 者

16

20,500

※ここの金額が、各種控除を追加

して計算した所得税額よりも高く

なっている場合、所得税の確定申

告（還付申告）を行うことにより、還

付が受けられる場合があります｡
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法203条の3第2号適用分 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊

法203条の3第3号適用分 2,610,294 26,552

年　金　の　種　別 本　　　人 控除対象配偶者の有無等
特 別

障害者

その他

障害者
有

＊＊＊＊＊＊69,200

無 老人控除対象

配偶者の有無
老齢基礎厚生 有 無

　　支払者

扶養親族の数
障 害 者 の 数

（ 本 人 以 外 ）
社会保険料の金額

特定 老人 その他 特別 その他

　　　東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
　　　官署支出官   厚生労働省年金局事業企画課長

　(適用）【社会保険料の内訳】

介護保険料額　 　      ３０，０００円

国保保険料（税）額　　 　３９，２００ 円

1,200,000

10 31*

※退職等で年末調整ができな

かった場合､所得税の確定申告

（還付申告）を行うことにより、還

付が受けられる場合があります｡

（役職名）　  　　

内 内
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就職 退職
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者
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退
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者
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本人が障害者 寡　婦 寡

　

夫

（摘要）　住宅借入金等特別控除可能額　　　　　　　　　　　　　　　　円 国民年金保険料等の金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 配偶者の合計所得 円

個人年金保険料の金額 円
　　　 居住開始年月日

旧長期損害保険料の金額

円 円 円人 従人 内 人 人 円円 人 従人 内 人 従人
有 無

従

有

従

無
千

住宅借入金等

特別控除の額
者の有無等

老

人 特定 老人 その他 特別 その他

控除対象配偶

配偶者特別

控除の額

扶養親族の数

（配偶者を除く。）

障害者の数

（本人を除く。） 社会保険料

等の金額

生命保険料

の控除額

円

地震保険料

の控除額

円 円

給与･賞与

円

種　　　別 支　払　金　額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源　泉　徴　収　税　額

平成23年分　給　与　所　得　の　源　泉　徴　収　票
住

所
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所
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